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長野県告示第409号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

　　令和６年７月22日

	 長野県知事　阿　部　守　一

ふるさと信州寄付金に係る納付事務

名　　　称 事務所の所在地 指定年月日

株式会社さとふる 東京都中央区京橋二丁目２番１号 令和６年４月１日

税　務　課

長野県告示第410号

　地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第19号）附則第２条第３項の規定により、次のとおり県税等の収納の事

務を委託しました。

　　令和６年７月22日

	 長野県知事　阿　部　守　一

委託を受けた者の所在地及び名称 委託した事務の内容 委託期間

長野県長野市大字中御所字岡田178番地８
株式会社八十二銀行

県税等の収納事務の調整
令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで

東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７号
地銀ネットワークサービス株式会社

収納した県税等及びその徴収金に
係る収納情報の取りまとめ

同上
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税　務　課

選告示第６号

　令和６年３月17日執行の松本市長選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対して、当委員会は、次のとおり裁決

しました。

　　令和６年７月22日

	 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生

裁　　　決　　　書

	 東京都足立区関原２－１－19－503　等

	 審査申立人　石　附　芳　則

　上記審査申立人から、令和６年６月４日付けで提起された同年３月17日執行の松本市長選挙（以下「本件選挙」という。）における

当選の効力に関する審査の申立て（以下「本件審査の申立て」という。）について、長野県選挙管理委員会（以下「当委員会」という。）

は次のとおり裁決する。

主　　　　　　　文

　本件審査の申立てを却下する。

審査の申立ての要旨

　審査申立人（以下「申立人」という。）は、本件選挙における当選人の当選の効力に関し、松本市選挙管理委員会（以下「市委員会」

という。）に対して異議の申出をしたところ、市委員会が令和６年４月25日付けでこの異議の申出を却下する決定（以下「原決定」と

いう。）をしたので、これを不服として、当委員会に対し、原決定の取消しを求めるとともに、当選人の当選を無効とする裁決を求め

て審査を申し立てたものである。

裁　決　の　理　由

　当選の効力に関する審査の申立てが許されるのは、公職選挙法（昭和25年法律第100号。以下「法」という。）第206条第２項の規定

により異議の申出の決定書の交付を受けた日又は法第215条の規定による告示の日から 21日以内に限られており、異議申出人が審査の

申立てをする場合、この期間の起算日は異議の申出の決定書の交付を受けた日とされている。

　申立人が異議の申出の決定書の交付を受けた日は、市委員会の記録によれば令和６年４月26日と認められる。

　この結果申立人が審査の申立てをすることができるのは同年５月17日までであるが、本件審査申立書が当委員会に到達したのは同

年６月４日であり、法定の期間を経過した後であった。

　したがって、当委員会は、本件審査の申立てを不適法なもの判断し、却下せざるを得ない。

　よって、当委員会は主文のとおり裁決する。

　令和６年７月17日

選挙管理委員会

東京都千代田区二番町８番地８
株式会社セブンーイレブン・ジャパン

直営店及び加盟店における県税等
の収納事務

同上

東京都品川区大崎一丁目11番２号
株式会社ローソン

同上 同上

東京都港区芝浦三丁目１番21号
株式会社ファミリーマート

同上 同上

東京都千代田区岩本町三丁目10番１号
山崎製パン株式会社

同上 同上

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
ミニストップ株式会社

同上 同上

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の１
株式会社ポプラ

同上 同上

北海道札幌市中央区南９条西５丁目421番地
株式会社セイコーマート

同上 同上

東京都港区港南一丁目８番27号
株式会社しんきん情報サービス

同上 同上


